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議案第９号

取手市特別会計条例の一部を改正する条例について

取手市特別会計条例（昭和５７年条例第１０号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成３１年２月２８日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

公共用地を円滑かつ効率的に先行取得する目的で設けられた取手市用地先行取得

事業特別会計について，先行取得した用地に係る起債の元金及び利子の償還期間が平

成３０年度をもって終了することを踏まえ，同会計を廃止するため，本条例の一部を

改正するものです。
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取手市特別会計条例の一部を改正する条例

取手市特別会計条例（昭和５７年条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 取手市用地先行取得事業特別会計の平成３０年度分の収入，支出及び決算に関し

ては，なお従前の例による。

改正後 改正前

(設置) (設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)

第 209 条第 2 項の規定により次の各号に

掲げる特別会計を当該各号に掲げる事業

等の円滑な運営と経理の適正を図るため

に設置する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)

第 209 条第 2 項の規定により次の各号に

掲げる特別会計を当該各号に掲げる事業

等の円滑な運営と経理の適正を図るため

に設置する。

(1) (略) (1) (略)

(2) 取手市用地先行取得事業特別会計

用地先行取得事業

(2)から(5)まで (略) (3)から(6)まで (略)


